
この程、農林水産省より以下の内容で通達が発出されました。当該小麦を原料とした小麦

粉及びその製品に心当たりがおありの方は連合会までご連絡いただきます様、宜しくお願

い申し上げます。 
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デオキシニバレノールが基準値を超えて検出された小麦を原料とする 

小麦粉及びその製品に関する商品回収の協力要請について 

 

 今般、JA 全農いわてが販売した令和４年産の岩手県産小麦「ナンブコムギ」より、かび毒「デオキシ

ニバレノール」が食品衛生法における基準値を超えて検出される事案が発生しました。当該小麦を原料と

した小麦粉及びその製品は、国内に広く流通している可能性があります。事業者により回収が進められて

いるところですが、当該小麦粉を使用した製品を摂取した事例が報告されています。 

 このような基準値を超過した食材の使用により健康危害がひとたび発生すれば、消費者からの信頼を損

ない、当該事業者のみならず、関係業界にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

 つきましては、本内容について御承知いただき、消費者の健康保護が最も重要であるとの認識の下、①

会員企業等において当該小麦粉及びその製品の在庫の有無を御確認いただくとともに、②関係事業者によ

る商品の自主回収に御協力いただき、商品の撤去・回収が円滑かつ確実に行われるよう、会員企業等への

周知をお願いいたします。 


